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衆
議
院
議
員
福
田
昭
夫
君
提
出
消
費
増
税
が
日
本
経
済
に
与
え
る
悪
影
響
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

平
成
二
十
九
年
四
月
の
消
費
税
率
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
へ
の
引
上
げ
（
以
下
「
消
費
税
率
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
へ
の
引
上
げ
」

と
い
う
。
）
は
、
社
会
保
障
制
度
を
次
世
代
に
引
き
渡
し
て
い
く
責
任
を
果
た
す
と
と
も
に
、
市
場
や
国
際
社
会
に
お
け
る

我
が
国
の
信
認
を
確
保
す
る
た
め
、
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
や
大
震
災
の
よ
う
な
重
大
な
事
態
が
発
生
し
な
い
限
り
、
確
実
に

実
施
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
政
府
と
し
て
は
、
経
済
財
政
運
営
に
万
全
を
期
し
て
ま
い
り
た
い
。

二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
安
倍
内
閣
総
理
大
臣
の
答
弁
は
、
経
済
を
し
っ
か
り
成
長
さ
せ
て
、
デ
フ
レ
脱
却
を
確
か
な
も
の
と
す
る
中
に

お
い
て
、
税
収
を
増
や
し
、
歳
出
改
革
も
進
め
な
が
ら
、
財
政
健
全
化
を
進
め
て
い
く
と
い
う
、
経
済
成
長
な
く
し
て
財
政

健
全
化
な
し
と
の
安
倍
内
閣
の
基
本
方
針
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

消
費
税
率
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
へ
の
引
上
げ
に
つ
い
て
は
、
経
済
環
境
を
整
え
る
中
で
、
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
経

済
の
好
循
環
を
力
強
く
回
す
と
と
も
に
、
消
費
税
率
引
上
げ
に
伴
う
駆
け
込
み
需
要
・
反
動
減
を
平
準
化
す
る
な
ど
、
経
済

一



財
政
運
営
に
万
全
を
期
し
て
ま
い
り
た
い
。

四
に
つ
い
て

消
費
税
率
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
へ
の
引
上
げ
は
、社
会
保
障
制
度
を
次
世
代
に
引
き
渡
し
て
い
く
責
任
を
果
た
す
と
と
も
に
、

市
場
や
国
際
社
会
に
お
け
る
我
が
国
の
信
認
を
確
保
す
る
た
め
、
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
や
大
震
災
の
よ
う
な
重
大
な
事
態
が

発
生
し
な
い
限
り
、
確
実
に
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
そ
の
増
収
分
は
全
額
、
社
会
保
障
の
充
実
・
安
定
化
に
充
て
る

こ
と
と
し
て
い
る
。
引
き
続
き
、
政
府
と
し
て
は
、
「
経
済
財
政
運
営
と
改
革
の
基
本
方
針
二
〇
一
五
」
（
平
成
二
十
七
年

六
月
三
十
日
閣
議
決
定
）
第
三
章
に
定
め
た
「
経
済
・
財
政
再
生
計
画
」
に
基
づ
き
、
経
済
と
財
政
双
方
の
再
生
を
目
指
す

経
済
・
財
政
一
体
改
革
に
取
り
組
む
こ
と
で
、
デ
フ
レ
脱
却
・
経
済
再
生
を
図
り
つ
つ
、
財
政
の
持
続
可
能
性
を
確
保
し
て

ま
い
り
た
い
。

五
に
つ
い
て

平
成
二
十
六
年
四
月
の
消
費
税
率
引
上
げ
が
消
費
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
は
事
実
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
平
成
二
十

七
年
十
月
に
予
定
さ
れ
て
い
た
消
費
税
率
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
へ
の
引
上
げ
は
十
八
か
月
延
期
さ
れ
、
こ
の
間
、
大
胆
な
金
融

政
策
、
機
動
的
な
財
政
政
策
、
民
間
投
資
を
喚
起
す
る
成
長
戦
略
を
柱
と
す
る
経
済
財
政
政
策
を
推
進
し
て
き
た
。
そ
の
結

二



果
、
賃
上
げ
も
順
調
に
行
わ
れ
、
成
長
軌
道
に
戻
っ
て
き
て
い
る
。
政
府
と
し
て
は
、
消
費
税
率
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
へ
の
引

上
げ
に
向
け
て
、
経
済
の
好
循
環
を
力
強
く
回
す
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
た
め
の
経
済
状
況
を
作
り
出
し
て
い
く
。
ま
た
、
本

年
一
月
に
内
閣
府
が
公
表
し
た
「
中
長
期
の
経
済
財
政
に
関
す
る
試
算
」
（
平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
一
日
経
済
財
政
諮
問

会
議
提
出
）
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
の
消
費
税
率
引
上
げ
が
経
済
に
与
え
た
影
響
を
踏
ま
え
て
作
成
さ
れ
て
お
り
、
「
そ

の
事
実
を
発
表
し
て
い
な
い
」
と
の
御
指
摘
は
当
た
ら
な
い
。

六
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
外
国
人
を
優
遇
し
日
本
人
を
冷
遇
す
る
の
か
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
が
、
観
光

立
国
の
推
進
に
よ
る
訪
日
外
国
人
旅
行
者
の
増
加
は
地
方
を
含
む
我
が
国
の
経
済
成
長
に
寄
与
し
て
お
り
、
ま
た
、
ア
ベ
ノ

ミ
ク
ス
「
三
本
の
矢
」
の
政
策
に
よ
っ
て
、
デ
フ
レ
で
は
な
い
と
い
う
状
況
を
作
り
出
す
中
で
、
名
目
Ｇ
Ｄ
Ｐ
は
二
十
七
兆

円
増
え
、
雇
用
・
所
得
環
境
も
確
実
に
改
善
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。

七
に
つ
い
て

日
本
銀
行
に
よ
る
金
融
政
策
の
具
体
的
な
手
法
に
つ
い
て
は
、
同
行
の
金
融
政
策
運
営
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
同
行
の

自
主
性
を
尊
重
す
る
観
点
か
ら
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
が
、
お
尋
ね
の
「
金
融
緩
和
の
限
界
」
に
つ
い
て
は
、

三



平
成
二
十
八
年
四
月
二
十
日
の
衆
議
院
財
務
金
融
委
員
会
に
お
い
て
、
黒
田
東
彦
日
本
銀
行
総
裁
が
「
当
面
、
今
後
何
年
も

国
債
の
買
い
入
れ
に
つ
い
て
量
的
な
限
界
あ
る
い
は
技
術
的
な
限
界
が
来
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
」
と

答
弁
し
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。
政
府
と
し
て
は
、
平
成
二
十
五
年
一
月
二
十
二
日
に
政
府
及
び
同
行
が
共
同
で
公

表
し
た
「
内
閣
府
、
財
務
省
、
日
本
銀
行
「
デ
フ
レ
脱
却
と
持
続
的
な
経
済
成
長
の
実
現
の
た
め
の
政
府
・
日
本
銀
行
の
政

策
連
携
に
つ
い
て
（
共
同
声
明
）
」
」
に
も
あ
る
よ
う
に
、
デ
フ
レ
か
ら
の
早
期
脱
却
と
物
価
安
定
の
下
で
の
持
続
的
な
経

済
成
長
の
実
現
に
向
け
、
政
府
及
び
同
行
の
政
策
連
携
を
強
化
し
、
一
体
と
な
っ
て
取
り
組
ん
で
ま
い
り
た
い
。

八
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
な
お
も
更
な
る
累
増
が
見
込
ま
れ
る
」
に
関
し
て
は
、
国
・
地
方
の
債
務
残
高
の
累
増
が
見
込
ま
れ
る
旨
を

述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
「
中
長
期
の
経
済
財
政
に
関
す
る
試
算
」
の
「
経
済
再
生
ケ
ー
ス
」
に
お
い
て
国
・
地
方
の
公
債
等

残
高
が
増
加
す
る
試
算
結
果
と
な
っ
て
い
る
こ
と
と
整
合
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

九
か
ら
十
一
ま
で
に
つ
い
て

ハ
イ
パ
ー
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
係
る
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日
内
閣
衆
質
一

九
〇
第
一
七
四
号
）
八
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

四



ま
た
、
「
中
長
期
の
経
済
財
政
に
関
す
る
試
算
」
の
「
経
済
再
生
ケ
ー
ス
」
に
お
け
る
名
目
長
期
金
利
は
、
経
済
成
長
率

の
高
ま
り
と
と
も
に
上
昇
し
て
い
る
こ
と
や
、
基
礎
的
財
政
収
支
が
改
善
し
て
い
く
姿
と
な
っ
て
い
る
こ
と
等
か
ら
、
御
指

摘
の
「
財
政
に
対
す
る
市
場
の
信
認
が
喪
失
し
、
金
利
が
急
激
に
上
昇
す
る
よ
う
な
こ
と
」
に
は
当
た
ら
な
い
と
考
え
て
い

る
。
一
方
で
、
御
指
摘
の
「
財
政
に
対
す
る
市
場
の
信
認
が
喪
失
し
、
金
利
が
急
激
に
上
昇
す
る
よ
う
な
」
事
態
と
な
っ
た

場
合
に
は
、
経
済
・
財
政
及
び
国
民
生
活
に
重
大
な
影
響
が
及
ぶ
と
考
え
ら
れ
る
。

政
府
と
し
て
は
、
引
き
続
き
、
「
経
済
再
生
な
く
し
て
財
政
健
全
化
な
し
」
と
の
基
本
方
針
の
下
、
「
経
済
・
財
政
再
生

計
画
」
に
沿
っ
て
、
「
デ
フ
レ
脱
却
・
経
済
再
生
」
、
「
歳
出
改
革
」
、
「
歳
入
改
革
」
を
三
本
柱
と
し
て
、
「
経
済
・
財

政
一
体
改
革
」
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
た
い
。

五


